
４

「

，
．

て

一十　
　
　
　
特
定
資
産
の
譲
波
人
に
よ
る
特
定
目
的
会
社
に

，

ｌ

ｂ

ｌ

う

―

，

　

，

　

い

　

♭

　

，

‐

，

　

ｂ

　

う

　

，

　

い

　

，

　

，

　

Ｐ

■

‐

‐

ｔ

　

‘

　

て

　

く

　

て

　

く

　

て

　

く

　

ｔ

　

ｔ

　

ｌ

　

ｌ

　

ｌ

　

ｌ

２
　
換
縦
ィ
に
対
す
る
特
定
操
縦
技
能
い

一恨申
　
定
川
運
送
用
操
縦
士
、

事
業
用
鮒

換
縦
士
又
は
准
定
期
運
送
用
挟
縦
＋

て
の
技
能
証
明

（以
下
「映
縦
技
能
一

を
有
す
る
者
は
、

航
空
機
の
挟
縦
庁

必
要
な
知
献
及
び
能
力
で
あ
っ
て
多

て
確
溜
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
ネ

一特
定
燥
縦
技
能
」
と
い
う
。

）を
イ‐

に
つ
い
て
、

操
縦
技
能
客
査
Ｌ

（」

ネ
査
を
行
う
の
に
必
要
な
経
験
、

輸

イＪ
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
キ

け
た
ィ
を
い
う
こ
の
審
査
を
受
け
、

て
い
な
け
れ
ば
、

当
該
操
縦
技
能
“

定
を
さ
れ
た
範
囲
の
航
空
機
に
つ
い

行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
レ

合
に
お
い
て
、

当
該
督
査
は
、

当
ウ

前
国
十
交
通
省
令
で
定
め
る
削
問
向

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
，

〓
第

一
噴
関
係
）

‐１１
　
航
空
機
に
乗
り
組
ん
で
行
う
多

‐２‐
　
第
二
五
条
第

一
項
各
号
又
は
い

一
取
の
換
縦
の
練
習
の
監
仔

‐３‐
　
加
二
五
条
の
二
第

一
項
の
計
火

の
権
督

ｌｉ‐
　
Ｈ
は
、

」一
の
期
間
内
に
国
土
交
対

方
法
に
よ
り
特
定
操
縦
技
能
を
有
す

倍
轄
裁
判
所
の
特
例
、

＝
籍
の
標

一

さ
れ
た
場
合
又
は
国
土
交
通
大
臣
ぶ

中由があると認めて計可したい　　　　　　　　　　　　　　　唯出社鋼”篤訳揮節児球０脚酬
一

し
な

い
こ
と
と
し
た

（第
Ｌ

一
条

係
）

日
　
中
は
、

搬
縦
技
能
証
明
及
び
航
先

を
有
す
る
拓
で

十一‐
の
期
間
内
に
「
お

命
に
合
格
し
て
い
な
い
も
の
が
当
ゥ

に
つ
い
て
限
定
を
さ
れ
た
範
川
の
時

ん
で
行
う
操
縦
の
練
習
の
た
め
に
行

て
、

当
該
操
縦
の
練
習
が
機
長
と
‐

を
操
縦
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
能
Ｔ

体
検
命
証
判
を
有
す
る
者
の
特
督

該
航
午
機
を
操
縦
す
る
こ
と
が
て

旋
困
郎
な
場
合
に

一　
　
　
減
の
迎
知
及
本

れ
す
る
者
の
監
督
を
受
け
る
こ
と

御
機
を
操
縦
す
る

一　
　
　
す
る
規
定
を
打

あ

っ
て
は
、

機
長
と
し
て
当
該
航
オ

柱柱拘章中い抑帥仰中湘的呼町や序”抑巾ｒ一　　叫わ」ｍ唯却ヤ

一　

　

　

■
■
条
及
び
ま

た
一京

務
」

一
朱

の
四
第

一
項
関
係

）

一一
　
　
‐

期
や
キ
矩
捜

・一 亭
頼
抱

‐
条 告
蜘

搾
『

を
抑
「

す
る
こ
と

動
」
一　
　
四
　
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
規
―ｌｉｌｌ
の
児
直
し

巧̈一一　　　側
中学一　　　仰仰巾如抑手如っ枠”抽帥い舶キ一“奪

特
定
目
的
借
入
れ
の
使
途
制
限
の
撤
廃
等
を
行
う

１

一す　
　
　
こ
と
と
し
た
六
第
二

一
●
条
及
び
第
二

一
一
条
問

明
学
　
　
係

対
一一
～
Ｗ
一

偲主一　々
↓　慨鋼肺晦馴融闘訓悼船御般願剰嗣権

（あら

交
産
流
動
化
の
応
用
ス
キ
ー
ム
の
促
進

か
じ
め
定
め
ら
れ
た
金
額
の
分
配
を
受
け
る
種
類
の

受
益
権
）
の
発
行
要
件
に
つ
い
て
、

他
の
種
類
の
受

益
杵
の
発
行
義
務
の
性
止
■
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

純取
十

八　
特特（中
旺
華
い
率
的
咋
ｍ
中
巾
守
印
洵
作
鄭
殻
一正却
飾

一一　
円
超
の
株
式
会
社
、

大
会
社
町
の
子
会
社
、

純
資
産
の

一一　
仙
が

一
●
億
円
を
超
え
る
者
等
に
相
当
す
る
外
国
会

官ユ一　榊城崎輛榊蜘峡輸唯筆隔ｒ徒ぼ蔽幣挿準一Ｆ媒鹿
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巾
　
手
続
代
理
人
及
び
補
佐
人
に
つ
い
て
、

手
続
代

理
人
の
資
格
、

手
続
代
叫
人
の
代
理
権
の
範
囲
、

法
定
代
理
の
規
定
及
び
民
事
訴
訟
法
の
準
用
並
び

に
補
任
人
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し

た
パ
第
二
二
条
―
第
二
五
条
関
係
）

閃
　
手
続
費
用
に
つ
い
て
、

手
続
費
側
の
負
神
、

手

続
費
用
の
立
林
え
、

手
続
費
用
に
関
す
る
民
亭
綜

訟
法
の
十
用
町
及
び
手
続
上
の
救
助
に
関
す
る
親

定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た

（第
二
六
条
ヽ
第
二
九

条
関
係
）

ｕ
　
非
訟
事
件
の
客
即
等
に
つ
い
て
、

手
続
の
非
公

開
、

調
書
の
作
成
け
、

だ
録
の
間
覧
等
、

専
門
委

員
、

期
国
及
び
期
間
、

手
続
の
併
合
等
、

受
継
、

送
達
及
び
手
続
の
中
止
、

裁
判
所
書
記
宮
の
処
分

に
対
す
る
異
献
並
び
に
検
察
付
の
関
与
に
関
す
る

規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た

（第
〓
●
条
ヽ
第
四

３
条
関
係
）

閃
　
裁
判
所
そ
の
他
の
官
庁
、

検
察
官
又
は
史
員
に

よ
る
検
察
官
に
対
す
る
週
知
に
関
す
る
規
定
を
設

け
る
こ
と
と
し
た
京
第
四

十
条
関
係
）

側
　
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
に
つ
い

て
、

民
事
訴
法
法
の
準
川
等
に
関
す
る
規
定
を
没

け
る
こ
と
と
し
た
、六

第
四
二
条
関
係
）

第

一
審
裁
判
所
に
お
け
る
非
法
事
件
の
手
続

申
　
非
訟
事
件
の
申
立
て
に
つ
い
て
、

中
立
て
の

式
等
及
び
中
立
て
の
変
更
に
関
す
る
規
定
を
設

る
こ
と
と
し
た
、六

第

四
三
条
及
び
第

四
四
条

係
）

‐ｉ‐
　
非
訟
事
件
の
手
続
の
川
日
に
つ
い
て
、

裁
判

の
手
続
指
揮
陥
、

一支
命
裁
判
付
に
よ
る
手
続
、

吉
の
送
受
信
に
よ
る
通
花
の
方
法
に
よ
る
手
続

び
通
訳
人
の
立
会

い
等
そ
の
他
の
措
置
に
関
す

規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
六
第
四
五
条

～
第

八
条
関
係
）

「
　
事
実
の
調
介
及
び
証
拠
調
べ
に
つ
い
て
、

裁

所
は
、

職
権
で
事
火
の
調
査
を
し
、

か
つ
、

中

て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、

必
要
と
認
め
る
証
拠

べ
を
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と

に
、

当
事
者
の
衰
務
、

疎
明
、

事
実
の
調
査
の

託
等
、

事
実
の
調
合
の
逆
知
及
び
証
拠
調
べ
に

す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
，末

第
四
九
条

弟

五

〓

終

判

係

）
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（株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の

一
部
改
正
）

第
二
十
七
条
　
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法

（平
成
十
九
年
法
律
狗
八
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

ス

■

コ

第
十
条
第

一
項
中

一犯
十
二
条
の
四
後
段

一
の
下
に

一及
び
犯
二
十
条
踊
七
項

一
を
加
え
る
、

（株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
拙
置
）

第
二
十
八
条
　
】側
条
の
規
定
に
よ
る
改
だ
後
の
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

一新
政
投

銀
法

一
と
い
う
ご
第
十
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
法
第
二
十
条
第
七
項
の
規
定
は
、

第
二
け
施
行
日
以

後
に
終
了
す
る
事
業
年
峻
に
係
る
新
政
投
銀
法
第
十
条
第

一
項
に
お
い
て
４
用
す
る
新
銀
行
法
第
二
十
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
適
用
す
る
「

（金
融
商
品
取
引
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
改
正
）

第
二
十
九
条
　
金
融
商
品
取
引
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
仲

（平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
．

第
二
条
の
う
ち
金
融
↑曲
品
取
引
法
目
次
の
改
正
規
定
中

一第
出
七
十

一
条
」
を

「第
百
七
十

一
条
の
工
」
に
改
め

フ

０

．（罰
川
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
＝
）

第
二
十
条
　
こ
の
法
律

（附
則
舛

一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、当

該
規
定
．

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

）

の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

―ｌｔ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の

法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
削
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
ｉ

（政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十

一
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
掛
置

（罰
則
に
明
す
る

経
過
＝
置
を
含
む
〓

）
は
、

政
令
で
定
め
る
．

（検

ｒ
ｉ寸
）

第
二
十
二
条
　
政
府
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
後
石
年
以
内
に
、

こ
の
法
仲
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
結
共
に
基
づ
い
て
所
Ｌ
の
対
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
≡

内
閣
結
理
大
＝
臨
時
代
叫

国
落
大
―ｌｔ
　
枝
野
　
幸
男

総
務
大
＝
　
片
山
　
善
仲

法
務
大
―ｌｉ
　
江
田
　
五
日

財
落
大
＝
　
野
田
　
佳
彦

厚
生
労
働
大
―１１
　
細
川
　
律
火

農
林
水
産
大
―ｌｔ
　
位
野
　
道
彦

経
済
に
業
大
ｌｉｔ
　
ｒ挫
江
田
万
叫

硫
空
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
山
臨
時
代
押

回
務
大
――十
　
枝
野
　
幸
叫

法
律
第
五
十
号

航
空
法

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

航
空
法

（昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
百
≡
十

一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
こ

枕
八
条
の
二
第
二
項
中

一
呈
示
し
な
け
れ
ば

一
を

一提
示
し
な
け
れ
ば

一
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
一
き
損
し
て
は

一

を

一毀
損
し
て
は

一
に
改
め
る
．

力
二
―
四
条
中

一白
家
川
操
縦
士

一
を

一榔
稼
靭
観
酬
用……………
換
縦
士

一
に
改
め
る

挽
二
十
五
条
第

一
項
及
び
第
二
十
八
条
加

一
項
た
だ
し
書
中

一山
家
‐――
操
縦
土

一
の
下
ｔ

一、
柱
ｔ
判
打
基
１１
衆
綻

ｌｉｌｆ
一
を
加
え
る
．

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
、

第
二
十
二
条
　
航
午
身
体
検
命
証
明
の
有
効
期
間
は
、

当
核
航
午
身
体
検
査
証
明
を
受
け
る
拓
が
れ
す
る
技
能
証
明
の

資
格
ご
と
に
、

そ
の
缶
の
年
齢
及
び
心
身
の
状
態
並
び
に
そ
の
者
が
乗
り
組
む
航
空
機
の
逆
航
の
態
様
に
応
じ
て
、

国
土
交
通
行
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
３

第
二
十
三
条
第

一
項
中

一又
は
自
家
用
操
縦
士

一
を

一、
自
家
用
操
縦
士
又
は
汁
定
期
運
送
用
撫
縦
士

一に
改
め
る
、

第
二
十
四
条
第

一
項
中

一定
期
運
送
用
操
縦
士

一
の
下
に

一持
し
く
は
准
定
期
迎
送
川
操
縦
ｉ
‐
を
加
え
、

一．
第
三

十
五
条
の
ｉ
焼

一
頭
に
お
い
て
同
じ
一
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中

一そ
の
一
を

一機
長
と
し
て
そ
の
一
に
改
め
、

同
取

第

一
号
中

一
又
は
山
家
州
探
縦
士

一
を

一、
白
家
用
挟
縦
上
文
は
准
定
期
運
送
用
操
縦
士
一
に
改
め
る
．

第
二
十
五
条
第

一
項
中

「左
に
一
を

一次
に
一
に
、

た
め
に
行
な
う
」
を

「た
め
に
行
う
一
に
改
め
、

同
項
第

一
号

及
び
第
二
号
中

一行
な
う
一
を

一行
う
一
に
改
め
、

十‐‐
項
枕
工
号
中

「行
な
う
一
を

一行
う
」
に
、
一‐当
該
航
空
機
」
を

一機
長
と
し
て
当
該
航
件
機
一
に
改
め
る
．

第
二
十
五
条
の
二
第

一
項
中

一、
定
期
運
送
川
操
縦
士
の
資
格
に
つ
い
て
の
技
惟
証
朝
一
を

一、
定
期
連
送
用
操
縦

士
若
し
く
は
准
定
川
運
送
用
詠
範
士
の
資
格
に
つ
い
て
の
技
能
在
明

（当
該
技
能
経
明
に
つ
い
て
限
定
を
さ
れ
た
航
午

機
の
種
類
が
―！１
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
空
機
の
師
類
で
あ
る
も
の
に
限
る
ご

一
に
改
め
、

同
攻
第

一
号
中
「】

該
航
空
機
を
一
を

一機
長
と
し
て
当
該
航
空
機
を

一
に
、

文
は
一
を
真
当
該
技
能
証
明
に
つ
い
て
限
定
を
さ
れ
た
航
午

機
の
種
類
が
猟
三
十
四
条
第

一
項
の
国
上
交
通
“
令
で
定
め
る
航
空
機
の
種
類
で
あ
る
も
の
に
限
る
））

文
は
一に
改
め
、

同
項
第
二
号
及
び
犯
三
号
中

一当
該
航
空
機

一
を

一機
長
Ｌ
し
て
当
該
航
空
機

一
に
改
め
る
「

第
七
十

一
条
の
こ
の
次
に
次
の
兄
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
．

（特
定
操
縦
技
能
の
ネ
査
＝
）

第
七
十

一
条
の
三
　
操
縦
技
能
証
明
を
有
す
る
拓
は
、

航
＋
機
の
操
縦
に
従
事
す
る
の
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
で
あ

つ
て
そ
の
維
持
に
つ
い
て
酢
認
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
も
の

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

一‐特
定
操
縦
技
能
」

と
い
う
。

）
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

挟
縦
技
能
ネ
査
員
（特
定
挟
縦
技
能
の
審
査
を
行
う
の
に
必
要
な
経
験
、

知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
日
土
夜
過
大
―ｌｔ
の
認
定
を
受
け
た
者
を
い
う
。

第
四
政
及
び
第
百
三
十
四

条
に
お
い
て
同
じ
ど
の
客
命
を
受
け
、

こ
れ
に
合
格
し
て
い
な
け
れ
は
、

当
該
撫
縦
技
能
証
明
に
つ
い
て
限
定
を
さ

れ
た
範
囲
の
航
＋
機
に
つ
い
て
次
に
掲
け
る
行
為
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
て

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
審
査
は
、

当
該
行
為
を
行
う
日
‐ｌｔ
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
川
間
内
に
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

一　
航
空
機
に
来
り
細
ん
で
行
う
そ
の
操
縦

一
一　
第
二
十
五
条
第

一
項
各
号
又
は
次
条
第

一
項
の
乗
縦
の
株
習
の
監
督

〓
一　
第
二
十
五
条
の
二
第

一
項
の
計
器
飛
行
■
の
撫
習
の
監
仔

２
　
前
項
の
規
定
は
、

十‐ど
項
の
期
間
内
に
国
土
交
通
件
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
特
定
挟
縦
技
能
を
有
す
る
こ
と
が
冊

認
さ
れ
た
場
合
又
は
円
土
交
通
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
い
由
が
あ
る
と
認
め
て

‐
…午
可
し
た
場
合
に
は
、適

用
し
な
い
．

３
　
第

一
項
の
認
定
の
水
準
、

Ｅ
取
の
ネ
奄
の
方
法
そ
の
他
同
取
の
だ
定
及
び
ｌｉｌ
項
の
碁
査
に
関
す
る
細
目
的
事
取
は
、

国
土
交
通
行
令
で
定
め
る
．

‐１
　
回
土
交
通
大
付
は
、

操
縦
技
能
幕
査
畏
が
尚
項
の
国
土
夜
適
省
令
の
規
定
に
述
反
し
た
と
き
は
、

当
該
操
縦
技
能

幕
合
真
に
対
し
、

第

！
項
の
幕
査
の
業
務
の
運
営
の
改
占
に
必
要
な
持
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、

六
月
以
内
に

お
い
て
期
―ｌｔｌ
を
定
め
て
当
核
客
査
の
業
略
の
全
部
浩
し
く
は

一
部
の
停
止
を
命
じ
、

又
は
そ
の
―‐十‐
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

第
七
十

一
条
の
四
　
一削
条
第

一
項
の
規
定
は
、

挟
縦
技
能
紅
明
及
ひ
航
空
身
体
検
介
証
明
を
行
す
る
者
で
同
項
の
期
――――

内
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
ネ
査
に
合
格
し
て
い
な
い
も
の
が
当
該
操
縦
技
能
証
明
に
つ
い
て
限
と
を
さ
れ
た
範
囲
の

航
空
機
に
乗
り
細
ん
で
行
う
操
縦
の
線
習
の
た
め
に
行
う
操
縦
で
あ
つ
て
、

当
該
操
縦
の
徹
習
が
機
長
と
し
て
当
該

航
空
機
を
撫
縦
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
能
証
明
及
び
航
午
身
体
検
査
証
明
を
有
す
る
杵
の
監
督

か機
長
と
し
て
当
該

航
空
機
を
操
縦
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
能
証
明
を
イー
す
る
者
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
あ
つ
て
は
、

機
長
と
し
て
当
絃
航
午
機
を
操
縦
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
認
め
て
国
ｔ
交
通
大
臣
が
特
定

し
た
者
の
幣
督
）
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

適
―――
し
な
い

ク
↓　
第

二
十

五
条
ル

ニ
映

う
叩
せ

Ｌ
、

お
頂

わ
来
従

つ
禁
叫
つ
品
雪
を
す
う
考

こ
つ

、
て
単

日
チ
る
．

３
　
第

一
項

の
指
定

の
手
続
そ

の
他
用
取

”
指
定

に
関
す

る
細
Ｈ
的
事
項

は
、

回
ｉ
交
通
省
令

で
忙
め
る

．
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推
定
期
迎
送
―――
操
縦
士

狗
百
三
十
四
条
第

一
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、

第
七
号
を
狩
八
号
と
し
、

第
六
号
を
第
七
号
と
し
、

第
五
号
の

攻
に
次
の

一
号
を
加
え
る
．

エハ
　
挟
縦
技
能
幕
査
員

枕
百
四
十
五
条
の
三
第
二
号
中

↓
又
は
第
Ｌ
十
八
条
第
四
政

一
を

一
及
び
枕
Ｌ
十
八
条
第
四
敷

一に
改
め
、

含
む
じ

」

の
下
に

一、
第
七
十

一
条
の
工
第
四
攻

」
を
加
え
る
「

第
百
四
十
八
条
第

一
号
中

一
又
は
第
四
十
四
条
第
五
項

一
を

一
及
び
第
四
十
四
条
第
五
項

一
に
改
め
る
。

坊
百
五
十
条
第

一
号
の
二
中

一き
微
し
た

一
を

一毀
損
し
た

一
に
改
め
、

同
条
第

一
号
の
五
中

一第
二
十
五
条
の
二

第
二
項

一
の
下
に

一
及
び
第
七
十

一
条
の
四
第
二
項

一
を
加
え
、

―‐１
条
中
第
五
号
の
三
を
第
五
号
の
四
と
し
、

第
五
号

の
上
を
枕
五
号
の
三
と
し
、

第
五
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
．

五
の
二
　
第
七
十

一
条
の
〓
ル

一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、

航
午
機
の
操
縦
、

操
縦
の
練
習
の
監
偏
又
は
計
器
飛
行

等
の
練
習
の
監
督
を
行

つ
た
者

加
百
六
十
二
集
中

「
文
は
第
二
十
六
条
」
を

「、
第
三
十
六
条
又
は
加
Ｌ
十

一
条

の
四
第
二
項

一
に
改
め
る
。

川
表
向
家
用
操
縦
■
の
攻
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

航
空
機
に
乗
り
細
ん
で
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
Ｌ
．

一　
機
長
以
外
の
狭
縦
キ
と
し
て
、

構
造
上
、

そ
の
撫
縦
の
た
め
に
二
人
を
要
す

る
航
空
機
の
操
縦
を
行
う
こ
と
【

機
長
以
外
の
撫
縦
イ
と
し
て
、

特
定
の
方
法
又
は
方
式
に
よ
り
飛
行
す
る
場

離
期
的旅
麹
酬
珊
肋
確
納
北
狂
臥
錠
憾
肝
侮
輸
律
求
ｒあ
し
て当
該
特
定
の

合
に
限
り
そ
の
撫
縦
の
た
め
に
二
人

方
法
又
は
方
式
に
よ
り
飛
行
す
る
も

始
瀧
期
的旅
麹
酬
珊
肋
確
納
北
狂
臥
錠
憾
肝
鮨
輸
律
求
ｒあ
し
て当
該
特
定
の

附
　
則

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、

公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
を
超
え
な
い
地
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
．

た
だ
し
、

第
七
十

一
条

の
二
の
次
に
兄
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

第
百
三
十
四
条
猟

一
致
及
び

第
百
四
十
五
条

の
三
第
二
号
の
改
正
規
定
、

第
百
五
十
条
の
改
正
規
定

（日
条
第

一
号
の
二
の
改
正
規
定
を
除
く
ご

泣
び
に
第
百
六
十
二
条
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
国
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る

（経
過
措
置
）

第
二
条
　
国
ｔ
交
通
大
臣
は
、　

ｌｉｔ
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
梅
行
の
日

（以
下
こ
の
未
及
び
附
則
加
六
条
に
お

い
て

一
一
部
施
行
日

一
と
い
う

）
ｌｉｔ
に
お
い
て
も
、

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法

（以
下
一新
法

ア
」
い
う

）

竹
七
十

一
条
の
三
第

一
致
の

‐
ｉ思
定
に
相
当
す
る
認
定

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「相
当
認
定

一
と
い
う
．

）
を
行
う
こ

Ｌ
が
で
き
る
．

２
　
相
当
認
定
を
受
け
た
イ
は
、

一
郎
施
行
日
前
に
お
い
て
、

新
法
第
七
十

一
条
の
主
第

一
項
の
春
命
に
相
当
す
る
ネ

命

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

一相
当
審
合

一
と
い
う
じ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
相
当
認
定
の
基
準
、

十‐‐
当
ネ
査

の
方
法
そ
の
他
相
当
認
定
及
び
相
当
客
命
に
関
す
る
綱
目
的
字
取
は
、

回
土
夜
迎

作
令
で
定
め
る
、

４
　
回
土
交
通
大
臣
は
、

相
当
ぼ
定
を
受
け
た
者
が
話
項
の
田
土
交
通
作
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、

当
巌
相
当

溜
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、

相
当
ネ
査

の
業
務
の
運
営
の
改
善
に
必
攻
な
対
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、

六
月
以

内
に
お
い
て
期
間
を
定
め
て
当
該
相
当
ネ
査
の
業
務
の
全
汀
な
し
く
は

一
村
の
停
止
を
命
じ
、

文
は
そ
の
相
当
認
忙

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
≡

ＦＤ
　
国
上
交
通
大
臣
は
、

十‐‐
当
ネ
査
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
溜
め
る
と
き
は
、

相
当

ぼ
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、

そ
の
米
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、

文
は
そ
の
職
員
に
、

相
当
認
定
を
受
け
た
者
の
事
務

所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、

帳
船
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、

若
し
く
は
関
係
缶
に
質
問
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る

６
　
一削
取
の
規
定
に
よ
り
立
入
故
杏
を
す
る
眼
員
は
、

そ
の
身
分
を
示
す
証
収
を
指
帯
し
、

か
つ
、

関
係
拓
の
品
求
か

あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

７
　
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
険
査
の
権
限
は
、

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
溜
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い

８
　
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
≡

９
　
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
機
告
を
せ
ず
、

な
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、

妨
げ
、

若
し
く
は
忌
避
し
、

持
し
く
は
同
頓
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
は
、

百
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る

．

１０
　
法
人
の
代
表
イ
又
は
法
人
落
し
く
は
人
の
代
理
人
、

使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、

そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に

関
し
て
、

尚
二
政
の
述
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、

行
為
イ
を
出
す
る
ほ
か
、

そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
、

当
該
各

取
の
刑
を
科
す
る
≡

１１
　

一
部
距
行
日
に
お
い
て
理
に
相
当
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、

新
法
第
七
十

一
条
の
三
第

一
政
の
認
定
を
受
け
た

者
と
み
な
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
四
政
中

一前
攻

一
を
あ
る
の
は
、

前
攻
又
は
航
牛
法
の

一
部
を
改
正

す
る
法
律

（平
成
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
附
――１１
第
二
条
狗
三
項

一
と
す
る
．

確
　
相
当
審
企
に
合
格
し
た
イ
に
対
す
る
新
法
男
七
十

一
条
の
工
第

一
項
の
規
定
の
道
川
に
つ
い
て
は
、

同
項
中

一ネ

査
を
受
け

一
と
あ
る
の
は

，審
査
又
は
航
空
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
附
――１１

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
相
当
幕
査
を
受
け

一
と
、

当
該
幕
合

一
と
ぁ
る
の
は

一
こ
れ
ら
の
朴
査

↓
と
す
る
、

‐３
　

一
部
施
行
日
■
に
加
に
取
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
命
令
は
、

一
部
施
行
日
以
後
は
、

新
法
第
七
十

一
兵
の
こ
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
命
令

と
み
な
す
≡

第
三
条
　
】」
の
法
仲
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

ｌｉｔ
の
航
空
法

（攻
条
に
お
い
て

一旧
法

一
と
い
う
一

）加

三
十

一
条
統

一
項
の
航
空
均
体
検
査
証
明
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
航
牛
身
体
検
合
証
明
の
有
効
期
間
に
つ
い
て

は
、

新
法
舛
三
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
．

（処
分
、

手
続
十
の
功
力
に
関
す
る
経
過
措
＝
）

第
四
条
　
こ
の
法
仲
の
範
行
Ｌ
に
旧
法

（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ

っ
て
し
た
処
分
、

手
続
そ
の
他

の
行
為
で
あ

っ
て
、

新
法

（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
し
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
も
の
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に

よ

っ
て
し
た
処
分
、

手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す

（登
録
免

十
ｉ午
税
法
の
　
キ
改
正
）

第
五
条
　
登
録
免

‐
ｉ午
税
法

（昭
和
四
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

別
表
第

一
第
二
十
二
号
，
中

一
又
は
同
法

一
を

一、
十‐ど
法
一
に
改
め
、

の
耐
午
検
命
員
の
認
定

一
の
下
に

一又
は

同
法
第
七
十

一
条
の
工
第

一
項

（特
定
操
縦
技
能
の
暮
合
）
の
操
縦
技
能
春
査
員
の
認
定
一
を
加
え
、

同
号
】
中
ヲ

を
ワ
と
し
、

二
か
ら
ル
ま
で
を
ホ
か
ら
ヲ
ま
で
と
し
、　

ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
．

一　
　
≡一　
准
定
期
運
送
用
搬
縦
ｔ
の
技
能
証
明

一
技
能
証
明
の
件
数

十
一
件
に
つ
き
六
千
円

　
　
　
　
　
　
一

別
表
第

一
第
三
十
二
号
，
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

一　
　
カ
　
操
縦
技
能
ネ
合
真
の
溜
定

　
　
　
　
一
認
定
件
致

　
　
　
十
一
件
に
つ
き
三
千
円

　
　
　
　
　
　
一

（登
録
免

‐
―午
税
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
対
置
）

第
六
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら

一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
受
け
る

ｌｉｔ
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
登
録

免
許
税
法
別
表
加

一
加
三
十
三
号
，
に
掲
げ
る
認
定
に
係
る
‐十‐
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
，
中

一同
法

第
七
十

一
条
の
三
第

ヤ
項

（特
定
操
縦
技
能
の
春
命
）
の
操
縦
技
能
春
査
員
の
認
定

一
と
あ
る
の
は

一航
空
法
の

一

部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
二
十
三
年
法
律
枕
五
十
号
）
附
則
第
二
条
窮

一
項

（操
縦
技
能
奉
命
員
の
認
定
に
相
当

す
る
認
定
）
に
規
定
す
る
――‐
当
認
定

（以
下
ｌｉｔ
に

一相
当
認
定
」
と
い
う
、じ

一
と
、

‐‐Ｊ
号
ロ
カ
中

一操
縦
技
能
蕃
合

員
の
認
定

一
と
あ
る
の
は

一相
当
認
定

一
と
す
る
！

財
務
大
臣
　
野
田
　
佳
彦

円
土
交
通
大
臣
　
人
畠
　
主早
宏

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

Ｈ

堵

太

王

　

支

守

　

幸

巧


